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〈防災管理〉

○ 防災管理一覧

防火管理者 教頭 川越 徹

区 分 責 任 者 組 織 ・ 編 成 備 考

防 災 組 織 校長 入山真一郎 本部を校長として、学校全体を指揮

し、適切な処置を指示する。

防 災 教 育 教諭 河野 要世 水害、地震及び火災を想定した年３

回の避難訓練を実施する。

通 信 連 絡 教頭 川越 徹 警察署、消防署、教育委員会、その

他、関係機関へ連絡をする。

避 難 計 画 教諭 河野 要世 児童を安全に避難させるための訓練

計画を作成する。

非 常 持 出 教諭 門分真依子 責任者の指示に基づき、最重要書類

を優先して持ち出す。

火 気 取 締 教頭 川越 徹 各係を決め、常時火気取締りを厳重

にする。

救 援 計 画 養護教諭 鬼下 優美 養護教諭を中心に、必要に応じて増

員し救護にあたる。

初 期 消 火 教諭 河野 要世 災害発生時の初期消火を行う。初期

消火・誘導等（消防団との連絡調整）

その他の災害等 その他の災害等についても、火災・地震・風水害に準じて役割分

担を行う。



〈不土野小学校防災計画〉
１ 目的

この計画は、不土野小学校における避難防災管理の徹底を期し、もって火災・震災そ
の他の災害による児童の生命の安全を図り、物的被害を軽減することをもって目的とす
る。

２ 防災管理責任・組織編成表
常時の火災予防について徹底を期するため、防災管理者をおき、その下に責任者を置

く。
① 消防用設備・避難訓練・その他の火気使用設備について、適正管理と機能保持のた
め検査員を指名し、点検検査を行うものとする。

② 前項による組織及び任務・分担は次のとおりとする。

場 所 防火担当責任者
校 長 室 入山 真一郎
職 員 室 川越 徹
各 教 室 各 担 任

防 保 健 室 鬼下 優美
火 マルチルーム 鬼下 優美
管 音 楽 室 門分 真依子
理 学 習 室 門分 真依子
者 図 書 室 門分 真依子
・ 体 育 館 河野 要世
教 体 育 館 倉 庫 河野 要世
頭 体 育 倉 庫 河野 要世

室内倉庫１・２ 川越 徹
ト イ レ 鬼下 優美
倉庫裏物置場 川越 徹
農 具 倉 庫 川越 徹
プ ー ル 周 辺 川越 徹

ア 建物の検査（教頭）
校舎内外の防火的な位置・構造・使用状況等の管理及び検査の任にあたる。

イ 人命安全管理（教務）
人命危険発生箇所の是正の任にあたる。

ウ 火気使用施設検査（教頭）
炊事器具・暖房器具・燃料置き場の火気使用箇所の管理及び検査の任にあたる。

エ 電気設備の検査（教頭・教務）
電気技術者と連携をとり，電気配線等の火災予防管理及び検査の任にあたる。

オ 消火設備点検（教頭）
消火器などの機能及び障害物除去等の管理及び検査の任にあたる。

カ 警報設備等の点検（教頭）
自動火災報知器・放送設備・非常ベル等の適正管理と点検の任にあたる。

キ 消火用水等の点検（体育主任）
防火水槽（プール）の機能及び消防活動の障害物の点検検査の任にあたる。

ク 避難設備の点検整備（教務・養護教諭）
出入り口等の障害物の除去及び避難器具の任にあたる。



３ 火災予防の組織・活動
火災防止及び火災が発生した場合の組織及び任務分担は次による。

防災組織（校長）・・ 本部を校長・教頭とし，学校全体を指揮し、
適切な処置を指示する。

通信連絡（教頭）・・ 警察署、消防署、教育委員会その他必要なと
ころへの連絡及び校内への出火の報知をする。

本部長 初期対応（河野）・ 現場に駆けつけ、状況に応じて初期消火等に
（校長） あたる

非常持出（門分）・・ 責任者の指示に基づき、最重要書類を優先さ
防火責任者 せて持ち出す。
（教頭） 避難計画（河野）・ 児童を安全に避難させるための計画と誘導を

する。
救護計画（鬼下）・・ 養護教諭を中心に必要に応じて増員し救護に

あたる。
防災計画（河野）・・ 計画に基づき、年３回実施訓練をする。

（５月：風水害、９月：地震、１月：火災）
火気取締（教頭）・・ 各係において非常取締りを厳重にする。

４ 震災予防措置
各点検検査員及び防火担当責任者は、地震の時の災害を予防するために、上記の各施

設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行う。
① 建物及びそれに付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び室内にある物品の転倒
・落下物の有無

② 火気使用設備器具の転倒・落下防止及び自動消火器装置・燃料等の自動停止装置等
についての作動状況の検査

③ 危険物施設における危険物品等の転倒・落下の有無の検査

５ 地震後の安全措置
各点検検査員及び防火担当責任者は、地震後、建物・火気使用設備器具等の点検検査

を行い、防火管理者（教頭）に報告し、その安全を確認後使用する。

６ 地震時の活動
地震時の活動は次の措置を行う。

① 防火担当責任者は、各担当区域内の火気使用設備器具の使用停止の確認を必ず実施
すること。

② 危険物施設（ガス等）の各バルブの操作及び燃料停止の確認を行うこと。
③ 火災が発生した場合は、初期消火に努めること。

７ 避難
震災時の避難は次によること。

① 避難場所は、運動場とすること。
② 初震において、身近な場所（机の下等）に身体を保護し、振動が収まった後避難を
すること。

③ 避難経路を常掲し、災害時にはそれに従うことを原則とすること。
④ 避難は、病人または負傷者を除き、全員徒歩とすること。

８ 風水害等の対策
常に人命を最優先させ、本部長の指示に従って迅速に行動すること。



９ 点検検査基準
(1) 自主検査

区 分 検 査 内 容(注) 検 査 時 期 検 査 者
火 災 上 の 設 備 一般事項 随時・年間１回 全 員
整 備 清 掃 状 況 一般事項（屋内・屋外） 終業後１回以上 教頭・養護教諭
火 気 使 用 施 設 暖房用器具等 始業・終業各１回以上 教 頭
危 険 物 関 係 全般事項 随時 全 員
焼却時の管理状況 一般事項（屋外） 火気使用時 教頭・担当職員

(2) 消防用施設等点検
区 分 検査内容(注) 作動・性能・機能 精密検査 検査者

消 火 ・ 警 報 一般事項
６箇月に１度 ４年ごとに１回

教 頭
避 難 設 備 等 全般事項 (消防機器点検業者)
消火器・出入口 教 頭
通路・非常口の 屋内・屋外 毎月１回以上 生徒指導主事
障害状況等

※（注）
一般事項： 設備等の作動・操作等に障害を及ぼす恐れのあるものを排除するため

常時行う必要のある一般的な検査
全般事項： 一般的な検査を含めて、設備の機能等全般にわたって行う検査

〈避難訓練実施計画案〉
１学期 － 風水害
２学期 － 地 震 等を想定して、次のような訓練をする。
３学期 － 火 災 ＊不審者については、別途計画。

① 地震（火災）を放送で合図する。
② 放送をよく聞き、担任の指示に従う。
③ 担任の指示により、避難場所へ待避する。（「おはしも」の合言葉で）

おさない・はしらな・しゃべらない・もどらない

④ 担任は適切な指示を与え、児童全員が教室・廊下から避難したことを確認したのち、
上履きのまま避難場所へ引率する。

※ 保健室・トイレ …………… 養護教諭

９ 避難経路
避難経路は次頁のとおりとする。但し，状況によっては変更する場合もある。

① 避難場所において、学級担任は人員点検を行う。
② 点検結果を校長へ報告する。
③ 活動可能な範囲で、以下の構成によって活動する。

本 部 …………… 校長・教頭
避 難 …………… 各学級担任
連 絡 …………… 教 頭
初期消火 …………… 教頭・担任
非常持出 …………… 教 務
児童管理 …………… 生徒指導主事
救 護 …………… 養護教諭
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〈地震等の災害における関係機関への通報の内容と連絡方法〉

機 関 名 通 報 内 容 連 絡 方 法

教育委員会 児童・職員等の避難状況、児童・職員等の被災状況、 電 話

教育事務所 学校被災状況 無 線

文 書

警 察 署 通学路の安全確保要請、犯罪・盗難に対する警戒警備 有線放送

伝 令

消 防 署 救命救急の要請、火災発生状況、消火要請、水利状況、 （自動車、自

救出方法、消火方法 転車、自動

二輪車等）

保 健 所 衛生状況の報告、衛生管理の要請

保 護 者 メールによる協力要請、通学路の安全確保、残留児童の保護方

法、児童の引渡し方法、帰宅方法、緊急連絡事項

医 療 機 関 受け入れ要請、児童等の被災状況、治療状況の確認

Ｐ Ｔ Ａ 緊急連絡事項（児童の事故等）、医療機関の確認



〈火災通報マニュアル〉

《火災通報マニュアル》
○ 電 話 番 号 ６７－３１１１番（総務課） ※ 救急防災グループ

（※これは火災避難訓練の通報です。・・・訓練の時）

ただいま，不土野小学校（ ）の（ ）から火災が

発生しましたので、消防車の出動をお願いします。

○ 電話番号は（６７）の（５０１０）です。

○ 住所は（椎葉村大字不土野１３９６番地）です。

○ 通報者は（不土野小学校職員）の（ ）です。

（※以上，火災避難訓練の通報を終わります。・・・訓練の時）

《非常持ち出し物》
○ 職員室（教頭） ○ 職員室（教務） ○ 校長室（校長）

ア 出勤簿 ア 認定簿関係 ア 重要書類一般

イ 休暇処理簿 イ 任用関係書類

ウ 発送文書綴 ウ 会計簿関係

エ 学校日誌 エ 履歴書

オ 会計簿関係 オ 旅行命令書

カ 備品関係台帳

キ 文書件名簿

※ 耐火金庫の中は、状況を校長が判断し、持ち出しを決定する。



避難場所

不審者侵入に関する対応として、予防、侵入時の対応、事後の報告・処理について以下
の対応をとる。
○ 予防策
１ 訪問者への対応
・ 訪問者は、用件を職員室にいる職員に告げた後、基本的に職員室で応対しても
らう。

・ 保護者については、声を掛け、用件等、確認する。
・ 不審な人物については、氏名、用件等尋ねるとともに、他の職員に連絡する。
・ 凶器（棒、刃物、液体の入った瓶）等を持ち、明らかに危険な人物については、
他の職員に（児童等を使い）急いで連絡をとり他の職員を集めるとともに、児童
を避難（できるだけ遠ざけ）させ、職員室に連絡する。

・ 玄関以外出入り口は、通常閉めておく。
２ 車での侵入について
・ 運動場入り口は、給食車とゴミ収集車のみに制限する。

３ 地域での不審者
・ 保護者や地域に呼びかけ、不審な人物が徘徊している場合は、学校への通報を
依頼する。

○ 不審者侵入時の対応図

不審者侵入危機管理体制

① 通報（大声）

② 安全確保（椅子，消火器等で牽制）

③ 避難の指示

～ 見かけたら ～

① 声かけ「何かご用ですか？」

② 児童の安全確保

状況の把握

① 安全･事故の有無確認

② 報告（校長・教頭）

③ 保護者へ引き渡し

全 児 童

全 職 員

校長・教頭

警 察

上椎葉駐在所(67-2110)

多良木警察署(0966-42-4110)

湯 前駐在所(0966-43-3135)

村教委
67-2850

教育事務所

0982
32-6116

応急処置

村 立 病 院

67-2００８

多良木病院

0966-42-2560

病 院

旧

保

育

所

不審者



○ 侵入時の具体的な対応
・まず用件を聞く等して落ち着かせる。

不審者侵入 ・危害を加える時は、大声で威嚇するとともに知らせる。
「集まってください！」

・棒や椅子、消火器等で牽制する。
・特に緊急を要する場合は、火災報知器等も使う。
・児童を避難させる。 室内の時 「外に出なさい！」
・ほうきや椅子で防ぐ。 室外の時 「中に入りなさい！」
＊不審者側入り口鍵をかけ、反対側より避難させる。

避 難 ＊ゆとりがあれば並んで避難
＜教師不在の時＞
・大声で知らせる。 「不審者です！」
・できるだけ不審者から遠ざかるように逃げる。
・職員室や他のクラスに知らせに行く。「○○に不審者！」

連 絡 ・他のクラスや職員及び職員室へ、室内電話や他の職員を使って
連絡させる。 「○○に不審者！」

・児童を誘導した職員で駐在所67ｰ2110（１１０）番する。
「不土野小学校です。○○を持った不審者（男・女）が○○名
侵入しました。（負傷者が出ました）。急いで来てください。」

・教育委員会へも連絡する。
「不土野小学校です。○○を持った不審者（男・女）が○○名
侵入しました。児童（職員）に負傷者が・・・・。」

不審者への対応 ・男性職員を中心に、刺股や棒、椅子や消火器等持って現場へ急
いで集合し、不審者が児童に向かわないように牽制する。
・言い分を聞く等して落ち着かせる。
・他の教師で児童の避難を確認する。
・児童の避難を確認したら、避難する。
・警察が来たら、対応を任せ、児童の安全確保と確認に努める。

負傷者発生時 ・負傷者が出た場合は、総務課67－3111（１１９）に連絡する。
「不土野小学校です。不審者によるけが人が出ました。急いで
来てください。」

・誰がどこに搬送されるか、担任を中心に出席簿等で必ず確認し
ておく。

事後処理 ・保護者にも、けがの様子、病院の行き先等を連絡する。
・保護者への連絡。できるだけ迎えに来てもらう。（メール）
・他の児童については、指導後、集団下校する。
・事情説明については、窓口を一本化し学校長対応とする。
・負傷者が出た場合、担任は病院につきそう。

保護者へ：「不審者の侵入事件が発生しました。詳しいこ

とは、落ち着いてから連絡します。家庭でお

子さんと一緒にいてあげてください。」

＊家庭との連絡

＊委員会への連絡

＊PTA役員への連絡

＊事情聴取

＊外部との対応



異物混入発生危機管理体制

異物混入等発見者

校長・教頭

学級担任養護教諭保健主事

① 応急処置

・ 詳細な状況の把握と

観察

② 医療方針の相談

・ 校長または教頭へ

③ 保健調査票の準備と

チェ ッ ク

① 家庭への連絡

・ 病状の程度

・ 病院の選択

② 異物混入等の原因，

状況の報告

・ 校長または教頭へ

村教育委員会

67-2850
村立病院

67-2008

多良木病院
0966-42-2560

給食調理員

異物混入

教育委員会へ報告 報 告 不 要



アレルギー症状

アレルギー発生危機管理体制

アレルギー症状発見者

校長・教頭

学級担任養護教諭保健主事

〈 応急処置 〉

○ 詳 細 な 状況 の把握 と 観察

〈家庭への連絡 〉

・ 初 発 の 場 合 は 受 診

・症状の程度

・処置の指示

学校の事務

① 詳細な状況把握

② 村立病院への連絡

③ 村教育委員会への連絡

④ 保護者との連絡

調理場の事務

① 詳細な状況把握

② 校長への原因報告

村立病院
67-2008

給食調理員

① 咳（気管支喘息状態） ⑤ むくみ

② じんましん ⑥ 呼吸困難

③ 赤い発疹 ⑦ 腹痛

④ かゆみ（目・咽喉・口周辺）

抗アレルギー剤投与

安静・休養洗う・拭く

病院へ搬送

医師の診察

患部を冷やす

動物 合成洗剤

かゆみ

食 品

症状悪化 原因追究



医 師 病状確認 保 健 所

患者搬送

連絡 指示 ＊食中毒

食中毒・事故発生 保健主事

応急処置

指示 報告

発見者

養護教諭

報告 報告 報告 教育委員会

指示 指示 教育事務所

学級担任 事後報告

連絡 指示 報告 報告

保護者 給食室 ＊食中毒 ＰＴＡ役員

＜学校の事務＞ ＜保健所の立入り検査＞＊食中毒
１ 学校内における詳細な状況把握 （食品衛生法第17条,第27条,〃施行令第6
２ 学校医への連絡 条）
３ 保護者への連絡 児童，職員
４ ＰＴＡ役員への連絡 ・食事調査（発生前３日間）
５ 村教育委員会への連絡 ・症状調査（種類、程度、日時、検便)
６ 村教育委員会の指示を仰ぐ 調理員

・手指の拭きとり検査
○ 具体的な措置 ＊食中毒 ・検便
① 全校児童・全職員の健康状態の把握 その他
② 症状に応じた対応（搬送） ・器具の拭きとり検査
・ 医療機関、保健室、家庭 ・食材料の入手経路、検収結果
③ 速やかな報告 ・検食簿の検査
・ 発生状況、症状、欠席・早退等 ･検査用保存食の収去、検査

④ 早退児童への対応
・ 帰宅後の処置、保護者との連絡
⑤ 関係機関との連絡と事後措置に関する職員の共通理解
⑥ 対応決定後の保護者への連絡及び協力依頼
⑦ 臨時休業等に対する措置
・ 発症した児童と発症していない児童に対応した指導
⑧ 事態終焉までの経過観察及び連絡

食中毒発生危機管理体制

校 長

教 頭

対
応
策

〈留意事項〉

・児童の安全確保第一

・報告は速やか確実に

・職員の連携を緊密に



＜児童（生徒）の事故防止についての報告様式＞

様式第１５号（第２５条関係）

発第 号

年 月 日

椎葉村教育委員会 様

椎葉村立 小(中)学校長 印

児童（生徒）の事故について(報告)

このことについて、椎葉村立学校管理規則第２５条の規定により別紙のとおり

報告します。

（注） 報告書は２部提出し、別紙１は児童(生徒)の事故報告書、別紙２は児童(生徒)の

非行報告書、別紙３は児童(生徒)の保護処分等に関する報告書とすること。



別紙１

児童（生徒）の事故報告書

１ 学校名 ２ 校長名

３ 事故者名 ４ 性 別 ５ 学年

６ 事故の種類

７ 事故発生日時 年 月 日（ 曜）午前

午後 時 分頃

８ 事故発生場所

９ 事故の程度

10 事故の概要

（１）事故発生の状況

（２）事故の原因

11 学校のとった措置

12 今後の対応



内 容 時 だれが ど う す る
① 保護者や児童か 休み時間 学級担任 ○ 保護者や児童から、多くの情報を収集する。
らうわさを聞いた 放 課 後 ○ 被害者に事実関係を確かめる。
とき ○ 加害者に事実関係を確かめる。

○ 生徒指導主事に報告し、事実関係を記録する。
○ 校長を中心にして対応を協議する。
○ 加害者・被害者に指導を行い、経過を注意深く
観察する。
○ 保護者に事実や指導内容を詳しく連絡し理解並
びに協力を求める。

② 学級担任が現場 休み時間 学級担任 ○ 被害者・加害者双方から話を聞く。
を発見したとき 放 課 後 ・いつ ・原因

授業中 ・どのようなことをしたのか（されたのか）
○ いじめは絶対に許されないことを話し、二度と
繰り返さないように指導する。
○ 周りの児童に対しても指導を行う。
○ 生徒指導主事に報告し、事実関係を記録する。
○ 校長を中心にして対応を協議する。
○ 加害者・被害者、周りの児童に適切な指導を行
い、経過を注意深く観察する。
○ 保護者に事実や指導内容を詳しく連絡し、理解
並びに協力を求める。

発 見 者 ○ 被害者・加害者双方から話を聞く。
・いつ ・原因
・どのようなことをしたのか(されたのか)など

○ 学級担任・生徒指導主事に報告し、事実関係を
記録する。
○ 校長を中心にして対応を協議する。
○ 保護者に事実や指導内容を詳しく連絡し、理解
並びに協力を求める。

③ 他学級の教師が 休み時間 学級担任 ○ 被害者・加害者双方から話を聞く。
現場を発見したと 放 課 後 ・いつ ・原因
き ・どのようなことをしたのか（されたのか）

○ いじめは絶対に許されないことを話し、二度と
繰り返さないように指導する。
○ 周りの児童に対しても指導を行う。
○ 生徒指導主事に報告し、事実関係を記録する。
○ 校長を中心にして対応を協議する。
○ 加害者・被害者・周りの児童に適切な指導を行
い、経過を注意深く観察する。
○ 保護者に事実や指導内容を詳しく連絡し、理解
と協力を求める。

【経過観察の結果】
(1) いじめが継続している場合

学級担任は、生徒指導主事に「スマイル（いじめ・不登校対策）委員会」開催の要
請を行う。生徒指導主事は、教務と相談し日程を決め（できるだけ早い時期）、関係
職員に連絡する。スマイル委員会では、学級担任に、事実関係・指導法・経過を報告
してもらい、参加職員で対応を協議し、全職員の共通理解のもとに指導にあたる。

(2) いじめがみられなくなった場合
学級担任は、「スマイル委員会」で、事実関係・指導法・結果を報告する。

いじめに対するアクションプラン

いじめの事実確認後、速

やかに村教育委員会へ連

絡する。



不審者出没

子どもの対応
○通りがかりの人に
助けを求める。

○近くの家（子ども
１１０番の家等）
へ逃げ込む。

○大声を上げる。
○勇気をもって逃げ
る。

学校の対応
○情報をキャッチ
○指揮系統の一本化
○組織的な対応

状況の確認
○時間・場所・不審者の
特徴・服装・車のナン
バー等の情報収集。

○被害者本人から事情を
聞き取る(場合によって
保護者同伴)

○プライバシーの配慮。
○心のケア。
○マスコミ対応の窓口一
本化。

日頃の注意点
○知らない人に声を
かけられたり、誘
われても絶対につ
いて行かない。

○集団登校、集団下
校をする。

○保護者は、自分の
子どもの通学路、
遊び場所、行き先
の確認をする。

危険箇所の対応
☆ がけの近くを通る時

はなるべく離れて歩く。

☆ 水の出る場所には近

寄らない。

☆ 見通しが悪い場所は、

車の音に注意して通る。

：子ども１１０番の家

：危険箇所

久間靖幸さん

（久間組）

６７－５００１
那須光子さん

６７－５４２０

那須邦子さん

６７－５４９８

椎葉 忠さん

６７－５９４０

椎葉邦弘さん

６７－５４４７

椎葉 哲夫さん

６７－５４０８

廣末正美さん

６７－５２３３

改善センター

椎葉武仁さん

６７－５４０８



事件・事故・災害発生

意識：有 無 大雨・台風・土砂災

害

養護教諭 教職員 保育所校長（教頭）
（不在時：教務）

報告 報告

指示 指示 指示

①応急手当

②学校医へ
の相談

①状況把握
②判断
③対応・指示
④連絡・報告

①防御・防止

②避難・誘導

③安全確保

報告

① 状況把握

② 児童の安全確保

③ 応急処置

※ 通報（大声）

不土野小危機管理体制

水泳事故 地震
異物混入 風水害

不審者 火災
 

心臓マッサージ

人工呼吸

AED準備

○通学路状況
○天気予報
・テレビ
・インターネット
○土木事務所
○久間組

情報収集

避難・誘導

保護者または
教職員による
送迎

※ 通報（大声）

近くの教職員

日向保健所

52-5101

村 立 病 院

67-2008

上椎葉駐在所

67-2110

保 護 者 村教育委員会

67-2850

教育事務所

32-6116

水泳事故 風水害

発見者

AED使用



弾道ミサイル発射に係る対応について
椎葉村立不土野小学校

Ｊアラートによるミサイル発射情報及び避難の呼びかけに対する動き

※ Ｊアラート放送例 及び太線矢印 ～ 児童・職員の動き

① ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。
頑丈な建物や地下に避難してください。

Ｊアラート連絡後、放送で全員職員室に避難するよう指示を出す。職員室では、担任
は児童の人数を確認する。教頭は、運動場側の窓とカーテンを閉める。職員室の道路側
に児童が２列になって頭を抱え込むようにして座り、職員はその周りに座る。

② 直ちに避難。直ちに避
難。直ちに頑丈な建物や
地下に避難してください。
ミサイルが落下する可能
性があります。直ちに避
難してください。

② ミサイル通過。ミサイ
ル通過。先程、この地域
の上空をミサイルが通過
した模様です。不審な物
を発見した場合には、決
して近寄らず、直ちに警
察や消防などに連絡して
ください。

③ ミサイル落下。ミサイ ③ 先程のミサイルは○○海
ル落下。ミサイルが○○ に落下した模様です。不審
地方に落下した可能性が な物を発見した場合には、
あります。続報を伝達し 決して近寄らず、直ちに警
ますので、引き続き屋内 察や消防などに連絡してく
に避難してください。 ださい。

Ｊアラート、テレビ、村内放送等で完全に安全が確認された後、避難を解除する。
【解除した後の指導及び確認事項】
①不審物を見つけた場合の対応について指導する。（近寄らない・触らない・連絡する。）
②保護者に連絡し、自宅や地域に被害がなかったかを確認する。（必要に応じて）
③通学路を点検し、不審な物や危険な箇所はないかを確認する。（必要に応じて）
④時間帯やその後の動向によっては、児童を学校に待機させ、保護者に迎えに来て
もらうなどの対応をとる。（必要に応じて）

日本に落下する

可能性があると

判断した場合
日本の上空を

通過した場合

日本の領海外の海

域に落下した場合

ミサイルがどこに落

下したのかはっきり

するまで、職員室で

避難を続けテレビ・

インターネット等で

情報を確認する。

ミサイルがどこに落下

したのかはっきりする

まで避難を続け、テレ

ビ・インターネット等

で情報を確認する。


